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(57)【要約】
【課題】湾曲部が湾曲された際、あるいは、挿入部が捻
られること等によって内視鏡内蔵物が座屈あるいは断線
することを防止しつつ組立性に優れた内視鏡を提供する
。
【解決手段】内視鏡１は、基端側となる手元側に設けら
れた操作部３と、把持部長手軸ａ３に沿って操作部３か
ら先端側に延出する挿入部中心軸ａ２を備える挿入部２
と、挿入部２の先端に配置された先端部１１と、先端部
１１の基端側から挿入部２内に延伸される細長のファイ
バ束５２Ａ、５２Ｂと、ファイバ束５２Ａ、５２Ｂの外
周を覆った状態で挿入部２内に延伸されているチューブ
１００Ａ，１００Ｂと、を具備しており、チューブ１０
０Ａ，１００Ｂの基端側端部は、延伸方向に対し傾斜し
た切断面を形成することに設けられた第１傾斜面１０３
Ａ，１０３Ｂを有し、この第１傾斜面１０３Ａ，１０３
Ｂの基端開口１０１Ａ，１０１Ｂが挿入部２の外側に向
いている。
【選択図】図６Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の中心軸に沿って長手方向に延びるよう形成され被検体内に挿入される挿入部と、
　前記挿入部の先端に配置された先端部と、
　前記先端部の基端側から前記挿入部内に延伸される細長の内蔵物と、
　この内蔵物の外周を覆うよう、前記挿入部内に延伸されるチューブ体と、
　を具備しており、
　前記チューブ体における基端側の端縁における、前記挿入部の中心軸から離れた側に位
置する部分を、該中心軸側に位置する部分より先端側に配置することを特徴とする内視鏡
。
【請求項２】
　前記チューブ体における先端側の端縁における前記挿入部の中心軸から離れた側に位置
する部分を、該中心軸に位置する部分より先端側に配置することを特徴とする、請求項１
に記載された内視鏡。
【請求項３】
　前記基端側の端縁と前記先端側の端縁は、前記延伸される方向に対し傾斜した平面に含
まれるよう形成されていることを特徴とする、請求項２に記載された内視鏡。
【請求項４】
　前記細長の内蔵物と前記チューブ体とは複数設けられていることを特徴とする、請求項
１に記載された内視鏡。
【請求項５】
　前記チューブ体は、先端側端部にて前記内蔵物に固定されていることを特徴とする、請
求項１に記載された内視鏡。
【請求項６】
　前記チューブ体は、前記挿入部を構成する管状部材の内周面に対向するよう配置される
ことを特徴とする、請求項１に記載された内視鏡。
【請求項７】
　前記挿入部は、前記先端部の後端側に接続される湾曲部と、該湾曲部の後端側に接続さ
れる可撓管とを備え、前記チューブ体は前記可撓管の内面まで延伸されることを特徴とす
る、請求項１に記載された内視鏡。
【請求項８】
　所定の中心軸に沿って長手方向に延びるよう形成され被検体内に挿入される挿入部と、
　前記挿入部の先端に配置された先端部と、
　前記先端部の基端側から前記挿入部内に延伸される細長の内蔵物と、
　この内蔵物の外周を覆うよう、前記挿入部内に延伸されるチューブ体と、
　を具備しており、
　前記チューブ体における基端側の端部に、前記延伸方向に対し傾斜した面を含むよう形
成された基端側の端縁を設け、この基端側の端縁が前記挿入部の中心軸と逆方向に向いて
開口していることを特徴とする内視鏡。
【請求項９】
　前記チューブ体における先端側の端部に、前記延伸方向に対し傾斜した面を含むよう形
成された先端側の端縁を設け、この先端側の端縁が前記挿入部の中心軸に向いて開口して
いることを特徴とする、請求項８に記載された内視鏡。
【請求項１０】
　前記先端側の端縁は、前記基端側の端縁と平行な面を含むよう形成されていることを特
徴とする、請求項９に記載された内視鏡。
【請求項１１】
　前記細長の内蔵物とチューブ体は複数設けられていることを特徴とする、請求項８に記
載された内視鏡。
【請求項１２】
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　前記チューブ体は、先端側端部にて前記内蔵物に固定されていることを特徴とする、請
求項８に記載された内視鏡。
【請求項１３】
　前記チューブ体は、前記挿入部を構成する管状部材の内周面に対向するよう配置される
ことを特徴とする、請求項８に記載された内視鏡。
【請求項１４】
　前記挿入部は、先端部の後端側に接続される湾曲部と、該湾曲部の後端側に接続される
可撓管とを備え、前記チューブ体は前記可撓管の内面まで延伸されることを特徴とする、
請求項８に記載された内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、挿入部内に複数の内蔵物を備える内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在医療用もしくは工業用に広く利用されている内視鏡は、対象物内に挿入される細長
な挿入部を有している。この挿入部は硬性なタイプと軟性で可撓性を有するタイプとで区
分できる。また、内視鏡は主に、挿入部の先端部に設けられた撮像装置にて形成した画像
信号を、挿入部に内蔵した信号ケーブル経由で表示装置に送信する、いわゆる電子式の内
視鏡と、先端部の光学系で結像した被写体像を、挿入部に内蔵されたイメージガイドファ
イバ束により手元側の接眼部に導く、いわゆる光学式の内視鏡とで区分できる。
【０００３】
　例えば、軟性で可撓性を有する挿入部は、先端部、湾曲部、可撓管部を備えている。そ
してこの挿入部の基端側には操作部が設けられている。
【０００４】
　湾曲部は、例えば操作部に設けられた湾曲操作ノブを操作することによって湾曲される
。操作者は、挿入部の先端を対象物の深部まで挿入する際に、湾曲部を湾曲させる操作、
あるいは、操作部や挿入部を捻る操作等を繰り返し行なうことが多い。
【０００５】
　挿入部内には、撮像装置から延伸される信号ケーブルあるいはイメージガイドファイバ
束の他に、照明光を供給するライトガイドファイバ束、送気管路を構成する送気チューブ
、送水管路を構成する送水チューブ、吸引管路と処置具管路とを兼ねる兼用チューブ、湾
曲部を湾曲動作させるための湾曲ワイヤ等の各種内蔵物が挿通されている。
【０００６】
　これら内蔵物は、湾曲部が湾曲された際、あるいは、挿入部が捻られた際等にかかる圧
縮力、押圧力等の外力を受けることによって、座屈するおそれ、断線するおそれ等がある
。このため、座屈するおそれのある内蔵物、あるいは、断線するおそれのある内蔵物に対
して保護チューブを被せ、座屈および断線の発生を防止している。
【０００７】
　特許文献１には、湾曲部内の内蔵物を比較的硬度が高い保護チューブで被覆することで
、この内蔵物の座屈や内蔵物同士の接触による内蔵物へのダメージを防ぐ構成が開示され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００６－２６３２３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、前述したように内蔵物を保護チューブで被覆すると、内視鏡を組み立て
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る際に挿入部の先端側から内蔵物を挿通する場合、保護チューブの端部が例えば湾曲部を
構成する湾曲駒の内周面やこの湾曲駒の端部、あるいは可撓管部を構成する螺旋管に引っ
掛かり、組み立て作業の効率が低下するおそれがある。
【００１０】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、内蔵物を保護しつつ、組み立て性に優
れた内視鏡を提供することを目的にしている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一態様の内視鏡は、所定の中心軸に沿って長手方向に延びるよう形成され被検
体内に挿入される挿入部と、前記挿入部の先端に配置された先端部と、前記先端部の基端
側から前記挿入部内に延伸される細長の内蔵物と、この内蔵物の外周を覆うよう、前記挿
入部内に延伸されるチューブ体と、を具備しており、前記チューブ体における基端側の端
縁における、前記挿入部の中心軸から離れた側に位置する部分を、該中心軸側に位置する
部分より先端側に配置することを特徴とする。
【００１２】
　本発明の他の態様の内視鏡は、所定の中心軸に沿って長手方向に延びるよう形成され被
検体内に挿入される挿入部と、前記挿入部の先端に配置された先端部と、前記先端部の基
端側から前記挿入部内に延伸される細長の内蔵物と、この内蔵物の外周を覆うよう、前記
挿入部内に延伸されるチューブ体と、を具備しており、前記チューブ体における基端側の
端部に、延伸方向に対し傾斜した面を含むよう形成された基端側端縁を設け、この基端側
端縁が前記挿入部の中心軸と逆方向に向いて開口していることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、湾曲部が湾曲された際、あるいは、挿入部が捻られること等によって
内視鏡内蔵物が座屈あるいは断線することを防止しつつ組立性に優れた内視鏡を実現でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】内視鏡を説明する図
【図２】湾曲部を形成する湾曲管の一例を説明する図
【図３】挿入部の先端部を説明する図
【図４】先端部を構成する先端硬性部から延出される内蔵物とこの内蔵物の外周を被う保
護チューブとを説明する図
【図５Ａ】保護チューブの構成例を説明する図
【図５Ｂ】本実施形態で使用する保護チューブの構成を説明する図
【図６Ａ】本実施形態における挿入部の組み立てを説明する模式図
【図６Ｂ】湾曲管の先端が保護チューブの基端部近傍に位置している組み立て途中の状態
を説明する模式図
【図６Ｃ】湾曲管の先端湾曲駒が保護チューブの基端部に設けられた第１傾斜面上に位置
している組み立て途中の状態を説明する模式図
【図６Ｄ】湾曲管の先端湾曲駒が先端硬性部接続された組み付け状態を説明する図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下の説明に用いる各図
面は、模式的に示すものであり、各構成要素を図面上で認識可能な程度に示すために、各
部材の寸法関係や縮尺などは、構成要素毎に異ならせて示している場合がある。したがっ
て、本発明は、これらの図面に記載された構成要素の数量、構成要素の形状、構成要素の
大きさの比率および各構成要素の相対的な位置関係など、図示の形態のみに限定されるも
のではない。
【００１６】
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　図１に示すように内視鏡１は、挿入部２と、操作部３と、ユニバーサルコード４と、を
備えて構成されている。ユニバーサルコード４は、操作部３の予め定められた位置から延
出されている。ユニバーサルコード４の基端部には図示しないコネクタが設けられている
。このコネクタは図示しない光源装置、ビデオプロセッサなどの外部装置に接続される。
【００１７】
　操作部３には、回転操作される湾曲操作ノブ５、複数のリモートスイッチ６、送気・送
水ボタン７、吸引ボタン８が設けられている。符号５Ａは上下湾曲用ノブ、符号５Ｂは左
右湾曲用ノブである。湾曲用ノブ５Ａ、５Ｂ、リモートスイッチ６、送気・送水ボタン７
、および吸引ボタン８は、操作部３を把持する手の指で操作可能に設けられている。操作
部３の挿入部２側には処置具挿入口部９が設けられている。
【００１８】
　挿入部２は細長に形成されており可撓性を有している。挿入部２は操作部３から先端側
に延出されている。挿入部２の挿入部中心軸ａ２は、基端側となる手元側に設けられた操
作部３の予め定めた把持部長手軸ａ３に沿って先端側に延出されている。
【００１９】
　挿入部２は、その先端側に先端部１１を備えている。先端部１１の基端側には湾曲部１
２が接続されており、この湾曲部１２の基端側には可撓管１３が接続されている。
【００２０】
　可撓管１３は、図１中のＡ部拡大断面図に示すように、主に、内層を構成するフレック
ス１４と、中間層を構成するブレード１５と、外層を構成する外皮樹脂１６とにより構成
されている。フレックス１４は弾性を有する帯状の薄板材を螺旋状に巻回して形成されて
いる。ブレード１５は素線の束を編み込んで形成されている。ブレード１５はフレックス
１４を被覆している。外皮樹脂１６は、例えばポリウレタン等の柔軟な熱可塑性樹脂で形
成され、ブレード１５を被覆している。
【００２１】
　湾曲部１２は、図１中のＢ部拡大断面図に示す湾曲管である湾曲駒組２０（詳細な構成
は後述する）と、湾曲駒組２０を被覆して中間層となる網管であるブレード１９と、ブレ
ード１９を被覆して外層に設けられる外皮である外皮チューブ１８と、により構成されて
いる。外皮チューブ１８は、伸縮性を有するゴム、例えばポリウレタンチューブ等の熱可
塑性エラストマーで形成されている。この外皮チューブ１８は、湾曲部１２の最外層を構
成する。
【００２２】
　湾曲駒組２０は、複数の湾曲駒を回動自在に連接して例えば四方向に湾曲するように形
成されている。なお、湾曲駒組２０は、二方向に湾曲する構成であってもよい。
【００２３】
　図２に示すように四方向に湾曲する湾曲駒組２０は、先端側から順に、先端湾曲駒２１
、複数の上下左右用中間湾曲駒２２、複数の上下用中間湾曲駒２３、基端湾曲駒２４を備
えている。これら湾曲駒同士は、連結ピン２５によって回動自在に軸支されている。
【００２４】
　先端湾曲駒２１の内面の予め定めた位置には、上下左右方向に対応する湾曲ワイヤ２６
の先端部がそれぞれ一体固定される複数のワイヤ固定部２７が設けられている。先端湾曲
駒２１は、先端部１１を構成する先端硬性部３１の後述する基端側周溝（図３の符号３８
参照）に配置されるようになっている。
【００２５】
　なお、符号２８は、ワイヤガイドであって、例えば上下左右用中間湾曲駒２２、複数の
上下用中間湾曲駒２３、基端湾曲駒２４の予め定めた位置に設けられている。これらワイ
ヤガイド２８には上下左右方向に対応するそれぞれの湾曲ワイヤ２６が挿通配置されるよ
うになっている。また、本実施形態において、湾曲管を湾曲駒組２０としている。しかし
、湾曲駒組２０の代わりに硬性の金属パイプ部材に複数のスロットを設けて湾曲可能に構
成した金属製硬質パイプを湾曲管としてもよい。
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【００２６】
　図３、図４を参照して挿入部２の先端部１１および先端部１１から延出される内蔵物に
ついて説明する。図３、図４に示すように先端部１１は、先端硬性部３１と絶縁カバー３
２とを主に備えている。
【００２７】
　先端硬性部３１は、ステンレス等の金属製である。絶縁カバー３２は、ポリサルフォン
等の電気絶縁性の材料で形成されている。絶縁カバー３２は、先端硬性部３１の先端面と
先端側外周面とを被うように設けられる。
【００２８】
　図３に示すように先端硬性部３１および絶縁カバー３２には以下に説明する貫通孔が形
成されている。先端硬性部３１には、貫通孔３１ａ～貫通孔３１ｅが穿設されている。絶
縁カバー３２には、前述した貫通孔３１ａ～３１ｅのそれぞれと対向する位置に、貫通孔
３２ａ～３２ｅが穿設されている。
【００２９】
　貫通孔３１ａには、撮像ユニット４０（詳細は後述する）が配置される。貫通孔３１ｂ
には、第１照明ユニット５０Ａ（詳細は後述する）が配置される。貫通孔３１ｃには、第
２照明ユニット５０Ｂが（詳細は後述する）が配置される。貫通孔３１ｄは送気・送水用
の管路として設けられた貫通孔である。そして貫通孔３１ｅは、処置具を挿通するための
処置具チャンネルとして設けられた貫通孔である。
【００３０】
　貫通孔３２ａは、撮像ユニット４０の先端部分が外部に露出される貫通孔である。貫通
孔３２ｂは、第１照明ユニット５０Ａの先端部分が外部に露出される貫通孔である。貫通
孔３２ｃは、第２照明ユニット５０Ｂの先端部分が外部に露出される貫通孔である。貫通
孔３２ｄは、送気・送水用のノズル６０（詳細は後述する）が配置される貫通孔である。
貫通孔３２ｅは挿入部の先端側に処置具を導出するための貫通孔である。
【００３１】
　なお、貫通孔の数および種類は上述に限定されるものでは無く、他の機能を追加するた
めに貫通孔の数を増やしても、貫通孔の数を減らして機能を限定するようにしてもよい。
また、符号３８は基端側周溝であって、基端側周溝３８には先端湾曲駒２１の先端側部が
装着されるようになっている。符号３９は先端側周溝であって、先端側周溝３９には絶縁
カバー３２が被覆配置されるようになっている。符号４３は信号線部、符号５２Ａは第１
ファイバ束、符号７２はチャンネルチューブであり、後述する。
【００３２】
　図４に示すように貫通孔３１ａ，３２ａには撮像ユニット４０が配設される。撮像ユニ
ット４０は、対物レンズ部４１と、ＣＣＤ等の固体撮像素子とその回路が含まれる回路部
４２と、回路部４２に接続された信号線部４３と、を有している。なお、これら対物レン
ズ部４１、回路部４２、信号線部４３の詳細構造については、図４中では省略し、それぞ
れが配置される位置のみを符号と矢印にて示している。
【００３３】
　貫通孔３２ａには対物レンズ部４１の先端側部が予め定めた状態で配設されている。貫
通孔３１ａには対物レンズ部４１および回路部４２が予め定めた状態で配設されている。
信号線部４３は、挿入部２内に配置される内蔵物の一つであって、先端硬性部３１の基端
側から挿入部２内に延伸されて操作部３に向かっている。
【００３４】
　貫通孔３１ｂ，３２ｂには第１照明ユニット５０Ａが配設される。第１照明ユニット５
０Ａは、第１照明用レンズ部５１Ａおよび複数の光ファイバ５５を束ねた細長な第１ファ
イバ束５２Ａを有している。第１ファイバ束５２Ａは、第１照明用レンズ部５１Ａを構成
する第１レンズ枠５３Ａ内の予め定めた位置に固設されている。
【００３５】
　第１レンズ枠５３Ａは、貫通孔３１ｂ，３２ｂ内に配設されている。第１ファイバ束５
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２Ａは、挿入部２内に配置される内蔵物の一つであって、先端硬性部３１の基端側から挿
入部２内に延伸されて操作部３に向かっている。
【００３６】
　貫通孔３１ｃ，３２ｃには第２照明ユニット５０Ｂが配設される。第２照明ユニット５
０Ｂは、第１照明ユニット５０Ａより例えば小径であって、略同様な構成である。すなわ
ち、第２照明ユニット５０Ｂは、第２照明用レンズ部５１Ｂおよび複数の光ファイバ５５
を束ねた細長な第２ファイバ束５２Ｂを有している。
【００３７】
　第２ファイバ束５２Ｂは、第２照明用レンズ部５１Ｂを構成する第２レンズ枠５３Ｂ内
の予め定めた位置に固設されている。そして、第２レンズ枠５３Ｂは、貫通孔３１ｃ，３
２ｃ内に配設されている。第２ファイバ束５２Ｂは、上述と同様に挿入部２内に配置され
る内蔵物の一つであって、先端硬性部３１の基端側から挿入部２内に延伸されて操作部３
に向かっている。
【００３８】
　送気送水部６０は、ノズル６１と、接続口金６２と、送気送水チューブ６３と、を主に
有している。ノズル６１は、貫通孔３１ｄ，３２ｄ内に配置されて固定されている。接続
口金６２は貫通孔３１ｄ内に固設され、基端部が先端硬性部３１の基端側から突出されて
いる。
【００３９】
　そして、突出した接続口金６２の基端部には送気送水チューブ６３の先端部が固設され
ている。送気送水チューブ６３は、挿入部２内に配置される内蔵物の一つであって、先端
硬性部３１の基端側から挿入部２内に延伸されて操作部３に向かっている。なお、送気送
水チューブ６３は、中途部で送気用チューブ（不図示）と送水用チューブ（不図示）とに
分岐している。
【００４０】
　処置具チャンネル部（不図示）はチャンネルチューブ７２を有している。チャンネルチ
ューブ７２の先端は、先端硬性部３１の基端側から突出している不図示の接続口金を介し
て、貫通孔３１ｅに接続されている。チャンネルチューブ７２は挿入部２内に配置される
内蔵物の一つであって、先端硬性部３１の基端側から挿入部２内に延伸されて操作部３に
向かっている。
【００４１】
　本実施形態において、先端硬性部３１の基端側から挿入部２内に延伸される内蔵物の外
周面に、この内蔵物の延伸方向に延伸する保護チューブ１００を設けたものがある。保護
チューブ１００は内蔵物に比較して硬度が高いチューブ体であり、湾曲部１２を湾曲させ
た際、あるいは、挿入部２を捻り操作した際、内蔵物にかかる外力によってこの内蔵物が
座屈することや、内蔵物同士が接触して内部に挿通された電線、光ファイバ５５等が折損
することを防止する。
【００４２】
　保護チューブ１００は、例えば図５Ａに示すように先端側端部を先端硬性部３１の基端
側から延出している第１ファイバ束５２Ａの先端側に固定して設けられている。保護チュ
ーブ１００の端部である少なくとも基端側端部にはこの固定状態において挿入部２の内面
２ｉに対峙する開口、言い換えれば、挿入部２の外方に向かって開放している基端開口１
０１が設けられている。
【００４３】
　基端開口１０１は、保護チューブ１００の基端部にチューブ長手軸１０２に交差する切
断面、すなわちチューブ延伸方向に対して傾斜した平面を形成して出現する第１傾斜平面
１０３に設けられ、挿入部２の径方向の外側を向く開口である。この第１傾斜平面１０３
が設けられた保護チューブ１００の基端側の端縁の構成は、挿入部２の中心軸から離れた
側に位置する部分（挿入部２の径方向外側の部分）を、この中心軸に位置する部分（挿入
部２の径方向内側の部分）より先端側に配置したものであると言い換えることができる。
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【００４４】
　本実施形態において保護チューブ１００は、図５Ｂに示すように先端側に先端開口１０
５が設けられている。先端開口１０５は、チューブ長手軸１０２に交差する第２傾斜平面
１０６に設けられた開口であって、固定状態において図５Ａに示した挿入部２の外方とは
反対側を向く開口であって、挿入部中心軸方向を向くように固定される。そして、本実施
形態において、第２傾斜平面１０６は、第１傾斜平面１０３に対して平行な平面として形
成されて先端側の端縁を構成している。
【００４５】
　本実施形態においては、先端硬性部３１の基端側から挿入部２内に延伸されている第１
ファイバ束５２Ａの外周面を被うように第１ファイバ保護チューブ（以下、第１チューブ
と略記する）１００Ａが設けられ、第２ファイバ束５２Ｂの外周面を被うように第２ファ
イバ保護チューブ（以下、第２チューブと略記する）１００Ｂが設けられている。
【００４６】
　本実施形態において第１チューブ１００Ａおよび第２チューブ１００Ｂは、挿入部２で
ある例えば可撓管１３の内面まで延伸されている。
【００４７】
　なお、上述したように第２照明ユニット５０Ｂが第１照明ユニット５０Ａより小径であ
るため、第２ファイバ束５２Ｂに設けられる第２チューブ１００Ｂは、内径寸法および外
径寸法等が第１チューブ１００Ａとは異なり、最適な寸法に設定されている。
【００４８】
　ここで、図６Ａ－図６Ｄを参照して内蔵物が延出する先端硬性部３１に可撓管１３が接
続されている湾曲駒組２０を組み付ける挿入部２の組み立てについて説明する。なお、図
６Ａ－図６Ｄにおいて説明を簡略化するため第１ファイバ束５２Ａおよび第２ファイバ束
５２Ｂ以外の内蔵物については図示を省略している。また、湾曲ワイヤ、ワイヤ固定部、
ワイヤガイド等も図示を省略している。　
【００４９】
　図６Ａに示すように先端硬性部３１の基端側からは第１ファイバ束５２Ａおよび第２フ
ァイバ束５２Ｂ等の内蔵物が延出されている。第１ファイバ束５２Ａの先端側には第１チ
ューブ１００Ａが被されており、第２ファイバ束５２Ｂの先端側には第２チューブ１００
Ｂが被されている。そして、第１チューブ１００Ａの基端開口１０１Ａと第２チューブ１
００Ｂの基端開口１０１Ｂは、上述したように挿入部２の外方に向くよう配置されている
。
【００５０】
　内視鏡１の挿入部２を組み立てる際、作業者は、矢印Ｙ６Ａに示すように湾曲駒組２０
の先端湾曲駒２１の先端開口２１ｍを第１ファイバ束５２Ａ、第２ファイバ束５２Ｂ等の
基端側に配置する。その後、作業者は、先端湾曲駒２１内に内蔵物の端部を収める。そし
て、作業者は、湾曲駒組２０内に内蔵物を挿通させつつ先端湾曲駒２１を先端硬性部３１
の基端側周溝３８に配置させる作業を開始する。
【００５１】
　図６Ｂに示すように先端湾曲駒２１の先端開口２１ｍが第１ファイバ束５２Ａ、第２フ
ァイバ束５２Ｂに被せられている第１チューブ１００Ａ、第２チューブ１００Ｂの基端に
対して近接した位置に到達する。このとき、第１チューブ１００Ａ、第２チューブ１００
Ｂにおけるそれぞれの基端開口１０Ａ及び１０１Ｂが、挿入部２の径方向外側を向いてい
る。
【００５２】
　したがって、作業者が矢印Ｙ６Ｂに示すように先端湾曲駒２１をさらに先端硬性部３１
に向けて移動させた際、図６Ｃに示すように先端湾曲駒２１の先端開口２１ｍは、第１チ
ューブ１００Ａ、第２チューブ１００Ｂの第１傾斜平面１０３Ａ，１０３Ｂに接触するこ
と無く、この傾斜平面１０３Ａ，１０３Ｂ上に配置される。
【００５３】



(9) JP 2017-158837 A 2017.9.14

10

20

30

40

50

　この後、作業者が先端湾曲駒２１をさらに先端硬性部３１に向けて移動させていくこと
によって、先端開口２１ｍが第１傾斜平面１０３Ａ，１０３Ｂを通過する。その後、ワイ
ヤ固定部、ワイヤガイドは、第１傾斜平面１０３Ａ，１０３Ｂ上に配置されて引っ掛かる
こと無くスムーズに移動して通過する。
【００５４】
　このとき、第１ファイバ束５２Ａ、第２ファイバ束５２Ｂには、第１傾斜平面１０３Ａ
，１０３Ｂ上を接触しつつ移動するワイヤ固定部、ワイヤガイド等から第１チューブ１０
０Ａ、第２チューブ１００Ｂを介して外力が付与される。このため、第１ファイバ束５２
Ａ、第２ファイバ束５２Ｂは、徐々に変形されつつ湾曲駒組２０内に挿通されていく。
【００５５】
　そして、図６Ｄの破線で示すように先端湾曲駒２１が先端硬性部３１の基端側周溝３８
上に到達する。このとき、第１チューブ１００Ａ、第２チューブ１００Ｂの長さが予め定
めた長さに設定されているため第１チューブ１００Ａ、第２チューブ１００Ｂの基端が可
撓管１３を構成するフレックス１４の内面の予め定めた位置に配置される。この配置状態
において、第１傾斜平面１０３Ａ，１０３Ｂが連結口金２９の内面に対峙すると共にフレ
ックス１４の内面に対峙する。
【００５６】
　したがって、第１ファイバ束５２Ａ、第２ファイバ束５２Ｂは、連結口金２９の先端側
内面およびフレックス１４の先端側内面が第１チューブ１００Ａ、第２チューブ１００Ｂ
に引っ掛かることによって発生する大きな外力を受けること無く所望する位置に配置され
る。
【００５７】
　このように、挿入部２の内周面近傍に配置される内蔵物である例えば第１ファイバ束５
２Ａ、第２ファイバ束５２Ｂの予め定め位置に、挿入部２の外方に向かって開放する基端
開口１０１Ａ，１０１Ｂを有する第１チューブ１００Ａ、第２チューブ１００Ｂを固設し
ている。
【００５８】
　この結果、作業者が挿入部２の組み立てを行なう際、湾曲駒組２０を構成する各湾曲駒
と第１チューブ１００Ａ、第２チューブ１００Ｂの端部とが引っ掛かる不具合、ワイヤ固
定部２７あるいはワイヤガイド２８とが第１チューブ１００Ａ、第２チューブ１００Ｂの
端部とが引っ掛かる不具合、連結口金２９と第１チューブ１００Ａ、第２チューブ１００
Ｂの端部とが引っ掛かる不具合、フレックス１４と第１チューブ１００Ａ、第２チューブ
１００Ｂの端部とが引っ掛かる不具合、を防止すると共に、組み立て中の上述した引っ掛
かりを防止して光ファイバ５５に大きな外力が付与されて破損することをも防止して、組
み立て作業性の向上を図ることができる。
【００５９】
　また、第１チューブ１００Ａ、第２チューブ１００Ｂの端部にそれぞれ第１傾斜平面１
０３と第２傾斜平面１０６とを設けると共に、第１傾斜平面１０３と第２傾斜平面１０６
とを平行な位置関係にしている。
【００６０】
　この結果、作業者が第１チューブ１００Ａ、第２チューブ１００Ｂを第１ファイバ束５
２Ａ、第２ファイバ束５２Ｂに配置する際に第１チューブ１００Ａ、第２チューブ１００
Ｂの向きを判別する作業を無くすことができるとともに、先端開口１０５Ａ，１０５Ｂを
挿入部中心軸方向に向けて配置することによって基端開口１０１Ａ，１０１Ｂを容易に挿
入部２の外方に向けて配置させることができる。
【００６１】
　加えて、第１チューブ１００Ａ、第２チューブ１００Ｂの先端側に先端開口１０５Ａ，
１０５Ｂを設けたことによって先端部１１内における内蔵物充填率の低減を図ることがで
きる。
【００６２】
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　また、第１ファイバ束５２Ａ、第２ファイバ束５２Ｂに第１チューブ１００Ａ、第２チ
ューブ１００Ｂを被せたことによって、湾曲部１２を湾曲させた際、あるいは、挿入部２
を捻り操作した際に光ファイバ５５が折損することを防止できる。
【００６３】
　なお、上述した実施形態においては、内蔵物である第１ファイバ束５２Ａ、第２ファイ
バ束５２Ｂの予め定めた位置に、挿入部２の外方に向かって開放する基端開口１０１Ａ，
１０１Ｂを有する第１チューブ１００Ａ、第２チューブ１００Ｂを固設するとしている。
しかし、他の内蔵物である送気送水チューブ６３やチャンネルチューブ７２に保護チュー
ブ１００を上述したように被せて送気送水チューブ６３あるいはチャンネルチューブ７２
が外力によって座屈されることを防止するようにしてもよい。また、他の内蔵物である信
号線部４３に保護チューブ１００を上述したように被せて、この信号線部４３内に挿通さ
れている信号線が外力によって断線されることを防止するようにしてもよい。また、他の
内蔵物であるチャンネルチューブ７２に保護チューブ１００を上述したように被せてこの
チャンネルチューブ７２が外力によって座屈されることを防止するようにしてもよい。
【００６４】
　なお、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸
脱しない範囲で種々変形実施可能である。例えば、上述した第１傾斜平面１０３を、単な
る傾斜した平面とするのではなく、曲面で形成しても構わない。すなわち、第１傾斜平面
１０３における挿入部２の中心軸から離れた側に位置する部分（挿入部２の径方向外側の
部分）を、この中心軸に位置する部分（挿入部２の径方向内側の部分）より先端側に配置
した構成であれば、本発明の要旨に含まれるものである。
【符号の説明】
【００６５】
１…内視鏡　２…挿入部　２ｉ…内面　３…操作部　３Ａ…把持部　３Ｂ…操作部本体　
４…ユニバーサルコード　５…湾曲操作ノブ　５Ａ…上下湾曲用ノブ　
５Ｂ…左右湾曲用ノブ　６…リモートスイッチ　７…送気・送水ボタン　８…吸引ボタン
　
９…処置具挿入口部　１１…先端部　１２…湾曲部　１３…可撓管　１４…フレックス　
１５…ブレード　１６…外皮樹脂　１８…外皮チューブ　１９…ブレード　
１９…外皮チューブ　２０…湾曲駒組　２１…先端湾曲駒　２１ｍ…先端開口　
２２…上下左右用中間湾曲駒　２３…上下用中間湾曲駒　２４…基端湾曲駒　
２５…連結ピン　２６…湾曲ワイヤ　２７…ワイヤ固定部　２８…ワイヤガイド　
２９…連結口金　３１…先端硬性部　３１ａ…貫通孔　３１ｂ…貫通孔　３１ｃ…貫通孔
　
３１ｄ…貫通孔　３１ｅ…貫通孔　３２…絶縁カバー　３２ａ…貫通孔　３２ｂ…貫通孔
　
３２ｃ…貫通孔　３２ｄ…貫通孔　３２ｅ…貫通孔　３８…基端側周溝　
３９…先端側周溝　４０…撮像ユニット　４１…対物レンズ部　４２…回路部　
４３…信号線部　５０Ａ…第１照明ユニット　５０Ｂ…第２照明ユニット　
５１Ａ…第１照明用レンズ部　５１Ｂ…第２照明用レンズ部　５２Ａ…第１ファイバ束　
５２Ｂ…第２ファイバ束　５３Ａ…第１レンズ枠　５３Ｂ…第２レンズ枠　
５５…光ファイバ　６０…送気送水部　６１…ノズル　６２…接続口金　
６３…送気送水チューブ　７０…処置具チャンネル部　７２…チャンネルチューブ　
１００…保護チューブ　１００Ａ…第１ファイバ保護チューブ（第１チューブ）　
１００Ｂ…第２ファイバ保護チューブ（第２チューブ）　１０１…基端開口　
１０２…チューブ長手軸　１０３…第１傾斜平面　１０５…先端開口　
１０６…第２傾斜平面
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